
大牟田市立学校適正規模・
適正配置検討委員会からの答申
及び教育委員会の方針について

令和８年１月

大牟田市教育委員会
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市立学校の再編整備に取り組む本市では、小学校の再編整備について、次

期計画で改めて策定することとしている。

このため、「大牟田市立学校適正規模・適正配置計画第２期実施計画」（以下

「第２期実施計画」という。）における進捗整理及び今後の小学校の再編整備

のあり方について、令和7年7月30日に、「大牟田市立学校適正規模・適正配

置検討委員会」（以下「検討委員会」という。）に諮問を行った。

検討委員会では4回の会議が開催され、諮問事項等について、様々な観点

から慎重に審議が行われ、12月18日に教育委員会へ答申がなされた。

教育委員会としては、検討委員会の答申内容を尊重し、引き続き、学校教育

の充実と活性化を図るため、保護者や地域の理解を得ながら、丁寧に学校再

編を進めていきたいと考える。
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検討委員会からの答申について



【答申内容】 
      答申書を参照（７ページ～９ページ）

【教育委員会の方針】
1 第２期実施計画に係る進捗整理

（１）白川小学校と平原小学校の再編

大牟田市立学校適正規模・適正配置計画における先行しての再編は見送り、今後検討する

全市的な小学校の再編整備計画の中で改めて検討することとする。

（２）小規模特認校制度

・今後は、新たに小規模特認校制度は導入しない。

・上内小学校と玉川小学校について

①小規模化の進行により令和８年度以降、小規模特認校制度を継続しても複式学級編制が

見込まれるため、今後は、再編に向けて保護者や地域と協議を始めていく。

②再編に向けて、保護者や地域の理解が得られた場合は、全市的な小学校の再編整備に

先行して早急に再編に取り組む。その場合、現在小規模特認校制度により通学している

児童の通学先については、当該児童及び保護者の意見を十分聞き取り、柔軟に対応する。
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２ 今後の小学校の再編整備のあり方

子どもの出生数の加速度的な減少や年少人口の減少に伴い、市内全域で小学校のさらなる小規模化の

進行が見込まれる。このため、今後は、全市的な小学校の再編整備計画の策定に取り組むこととする。

（１）新たな小学校の再編整備計画の策定時期及び計画期間

 【策定時期】
令和８年度中に行政内部において課題整理を行った上で、令和９年度に検討委員会を設置し、新たな

小学校の再編整備計画について検討を行う。

【計画期間】

計画期間は１０年間とし、計画期間５年目をめどに中間見直しを行う。

（２）大牟田市における小学校の適正規模・適正配置のあり方、考え方

【適正規模】

第２期実施計画の考え方を踏襲し、12～18学級（１学年２～３学級）とする。

【適正配置】

適正配置の目安となる通学距離については、徒歩通学を原則として概ね３㎞以内とする。ただし、学校

再編に伴い、概ね３㎞を超える場合は、スクールバスの導入を検討することとし、スクールバスでの通学

時間は、概ね１時間以内とする。
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（３）学校の急速な小規模化の進行に合わせた迅速な再編が必要となる場合の再編の手法

学校の急速な小規模化の進行により、複式学級編制が見込まれる場合は、これまで取り組んできた

再編対象校を閉校し新設校を開校するという手法にとどまらず、１つの学校を存続し、他の再編対象校

は閉校する統廃合の手法も検討する。

（４）再編を行った学校が再び再編の対象となる場合の再編の手法

再編を行った学校が再び再編の対象となる場合についても、統廃合の手法を検討する。

3 小川町の通学区域の見直し

天領小学校及び宅峰中学校の通学区域である小川町については、大正小学校及び松原中学校の適正

規模及び通学路の安全確保の観点から、令和９年度に大正小学校及び松原中学校の通学区域への見直

しを行うこととしていた。しかしながら、第２期実施計画策定時には予測し得なかった急激な少子化の進

行により、通学区域を先行して見直しても、両校の適正規模が維持できないことが、児童・生徒数の推計

から明らかになった。

このため、令和９年度における大正小学校及び松原中学校への通学区域の見直しは見送り、今後検討

する全市的な小学校の再編整備計画の中で改めて検討することとする。
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令和 ８年１月８日 市民教育厚生委員会へ答申内容及び教育委員会

方針の報告

令和 ８年１月以降 対象校区の保護者、地域へ答申内容及び教育

委員会方針の説明

令和 ８年度 庁内で全市的な小学校再編に伴う諸課題の整理

令和 ９年度 全市的な小学校の再編整備計画策定について、

検討委員会を設置し、諮問

令和10年度以降 小学校の再編整備計画策定及び再編整備
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